
様式第１号

一夕剛告示第 １０５号

令和 ７年 ６ｊ　１３日

条件付一般競争入札ぬ告

一や剛長 小作キ美 を　づ

１　 工事概要

（１）工 事佑　　ぢ営牧蒭 （‾侃森）牛舎屋根等改曁工事

（２）工事場所　　 一‾戸ｙ女鹿宇新 日Ｅｘｔ執

（３）工事内容　　①屋根改修工事

②鉄骨補強工事

③タリま補修工事

④電気設備改修工事

（４）工　　 期　　 ９０ 日愾
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２　 入札予定 日　　 命加 ７年 ６ヂ１２７口 （金）午後４ 時００分

会場　岩手県二Ｆｔ一戸ぢ高苦力学大Ｊ¶ ｜鉢 ２４ 番地９

一ドぢ役場庁舎２ 階　 特別会議室

３　 入札参加資格

（１）一戸別鸚Ｘこ主たる営業所を有する者で、 命和 ７・ ８年度罵営を敷工事請負資格者ネ簿にを

録かおり 、建築一式工事の等級が３ 級の者。

（２）次 に掲 げる 戛件 を満たし てい るこ と。

①　地方自治法施社命 （昭和２２年政令第１６そ）第 １６７条の４ 第１ 項の規定に該肖しない者

であ るこ と。

②　建鼈業也 （昭私２４年悵律第１００ 昜） 第３ 条第 １項の規定による許ｉｊ］‘を受けているこ

と。

③　嵬数粟法第２７条の２３第 ２項に規定する経営事項審を（総合評定値を取得している もの

にほ る。 ）の有効期獸 ［経営事項審をの審をを皋目か ら１ 年７ ヂ］ ）を経る して いな いこ

と。
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④　会社‾ｔ生法 （平成１４年法律第１５４ そ） に基づき ？た生手続開始の申べＬてがな されている

者又は民事肖生法 （平成１１年法律第２２５ や） に基づき再生手続鶚始の串立てがなされて

いる 者（ただ し、 ‾ｔ生手続又 は再生手続開始の決定後、 入札参加資格の再認定 を受 けてい

る場合を除く 。） でないこ と。

⑤　条件付一般競争入札参加資格確認申請書の申請の 日か ら落札決定の 日ま での期間に、次

のいずれかに故肖 していないこ と。

ア　 ぢ営建加工事に係る指名停止等措置基準 （平成１５年 １１　Ｊ１　２５　日制定。 ぶ下 「措置ｔ

準」 とい う。 ）‾乱び県営建設工事に係る指名停止等措置基準 （平成７年２ １９ 日岩手県

制定）にｔづ く指名停止又は次。書警告を受 けている者で ある こと。

イ　 ４な業法第２８条第３ 項又は第 ５項の規定により 対象工事に対応する業種について岩

手県 にお いて 営業の停止を命ぜ られた者 で、 申請 の日 から 落札決定 の口 まで の間 にその

処分の期間が経過していない者であるこ と。

⑥　 条件付一般競争入札参加資格確認申 請書のを莖日 現在 において措慟ｊｋ準にＪＩづく 文書警

告を受け てか ら１　Ｊｊ　を経過し てい るこ と。

⑦　 １に示した工事に ２に示す入札予定 日ま でに雇ｍ している者を主任技術者と してＲ置で

きる こと。

⑧　 鶚丁税の滞納がないこ と。

⑨　 以、下に定め る７Ｆ６ ぶの義務を履行していない者（肖故京ｌ ｍの義務がない者を除 く。 ）でな

いこ と。

・Ｗ康保険ら （大モ１１年伍律第７ｏ倚）第 ４８ 条の規定によ るＳ け１の義務

・厚に年を保険法 （昭和２９年伍律第１ １５ 昜） 第２７条の規定に よるｇｍの義務

・Ｘｍ保険法 （昭和４９年法律第１ １６ そ） 第７ 条の規定 によ る届 ｉの義務

４　 照会先　 郵便番号 ０２８－ ５３ １１　岩手県二戸郡一‾戸雅Ｘ高 谷寺宇大川鉢 ２４ 番ｔ９

一ド回丁農林課　 ｔ話番倚０１ ９５－３ ３－４８ ５４

５　 入札説回書の髱付期間‾反び髱付場所　令加 ７年 ６ｊ　１３ 日（を） から令和 ７年 ６１　１９　日

（木）までの一戸町の休日 に関する条例 （平成２ 年一ＦＦ条例第８ 号） に規定する一戸Ｆの休

日（び下 「休 日」 とい う。 ）を除く 毎日 午前 ９時 ００ 分からｍ午ま で‾乱び午後 １時から午後５

時ま で、 ４の場所で交付。

６　 申請書類　一‾戸別農林課が髱付する 条件付一般競争入札参加資格確認申請書 （Ｆ営建鼈工事

の請負契勸にＷる条件付一般競争入札実施要領（平成 ２４ 年一‾Ｆぢ告示第 ９７ そ。 Ｊジ、下 「要領」

とい う。 ）様式第 ２昜）を提ｉする もの とする。

７　 申請期を戮、び申請書類のきｍ場所　令和 ７年 ６大１　１３　日（金） から令和 ７年 ６力 １９ 日（木）

までの社 日を 除く 毎日 午前 ９時 ００ 分か らｉＥ午まで八び午後 １時から 午後 ５時まで、４ の場所

に持参の うえ 、１ 部を提出する こと とし 、郵送に よる 提莖は認 めな い。



８　 設計回書の回覧‾乱び貸ｍ　令和 ７年 ６１ １３ 日（金） から令和 ７年 ６ｊ１２６日 （木）ま での休

口を除く 毎日 午前 ９時 ００ 分か ら入Ｅ午まで‾反び午後１ 時か ら午後５ 日かまで、４ の場所で回覧‾乱

び貸 しｉ しをする 。貸 し出 しは 、１ 者ち たり ２時 間と する。

９　 入札の無効　 このむ告に示 した入札参加資格のない者のした入札、 入礼者に求め られる義務

を履行しなかった者の した入札、その他人礼に関する条件に違反した入札は、無効と する。

１０　 その他

（１）手続においてを篦する言語攷び亟貨は、日 本語‾瓦び日 本ちフを貨と する。

（２）入社保証金 は、 免除する。

（３）契め保 鬟Ｅ金は、契勸額 の１ ００ 分の １ｏ び上の額 を納イ才する こと 。た だし 、一ＦＦ財務規鶚

（ＦＩ白和５０年一ＦＦ規則第 １７ そ） 第１３２ 条第 １項各倚に掲げる 担イ聳のを供をも って契約保証

金の納付に代える ごと ができる。ま た、 一‾戸ち財務規則第１３１ 条第 １号又は第２ 号に掲げる

場合 は、 契約保ｋ金の 納付 を免 除す る。

（４）本工事 は、 予定弧格 を事後ぬ表と する こと。

㈲　 入旅毀に積算 の内 訳（数ｔ、単価八び金額） を回 らか にした工莓費 鸚訳 書（様式第７ 倚） を提

芭するこ と。 工事費内訳書と第 １回 目の入札害の金額は一致させる こと とし、一致しない場

合は失格 とな るこ と。 なお、入札と 回時に工事費鸚訳害をを出 でき ない場合は、 ち該入札に

参加でき ないこと。

（６）６ の書類にま偽の髱載を した者にがしては、措置ｊＷ準にｔづき 、指名停止の措置を行 うこ

とが ある。

（７）６ の書類の提ｍ者に は、 条件イ才一般競争入社参加資裲確認結、果亟ぬ害 （様式第 ６そ）を兔私

７年 ６１ ２５ 日（水） までにを付す る。

（８）３ の入札参加資格を満た して いる 者で あっ ても 、不 ｌＥ又は不誠実な行為 があ った場煢、経

営状況が著し く不健全であ ると 認め られる場合等にあって は、 参加資格を認めないこ とがあ

る。

（９）入札参加資格が ない と簒めら れた 中京者は、条件イ才一般競争入礼参加資格確認結丿牡 ｊ！ 加害

によ りＪ知の あっ た日 から 令和 ７年 ６Ｊ　２６　日（木） までの間 、害亙（様式任意）に よりそ

の理畆の説明を求める こと ができる。

㈲　 その他詳細に つい ては、一や黙農林諜が 祉イ才す る条件付一般競争入札説鴉書及び条件付一

般競争入札尼ヽ得 によ る。




